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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザデータを記憶するユーザデータ記憶領域を持つデータ記憶媒体を備えた装置であ
って、前記記憶領域は、ユーザデータを記憶する第１のトラックと、前記第１のトラック
に隣接する、人間可読情報を記憶する第２のトラックとを有し、前記人間可読情報は前記
媒体上の人間可読ウォーターマークの少なくとも一部を成し、ユーザデータは前記第２の
トラックに記憶されておらず、前記第１のトラックは、第１の螺旋の一部を成し、前記第
２のトラックは、前記第１の螺旋内に入れ子にされた、別個の第２の螺旋の一部を成し、
前記第１の螺旋は、ユーザデータを記憶する、連続して隣接する複数のデータトラックか
ら成り、前記第２の螺旋は、前記人間可読情報を記憶する、連続して隣接する複数の画像
トラックから成り、連続して隣接する前記複数の画像トラックのうちの選択された一つの
それぞれが、連続して隣接する前記複数のデータトラックのうちの、直ぐ隣の対の間に配
置されており、選択された画像トラックに誤って追従させられているデータ変換器が、連
続した追従動作をしている間に、隣接する選択されたデータトラックに導かれるように、
前記選択された画像トラックが、前記選択されたデータトラックに合わさるように半径を
変化させられた後部を有していることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記媒体は、光ディスクであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記媒体は、前記第１のトラックと前記第２のトラックとのそれぞれを規定する波状予
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備溝を設けた追記型媒体であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記媒体は、前記ユーザデータが第１のパーティにより前記第１のトラックに書き込ま
れ、続いて、前記人間可読情報が第２のパーティにより前記第２のトラックに書き込まれ
るよう構成されていることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記媒体は、複数の記録層を備え、前記第１のトラックと前記第２のトラックは第１層
に配置され、追加画像トラックが第２層に配置され、前記人間可読ウォーターマークが前
記第２のトラックおよび前記追加画像トラックを含むパターンとして表されることを特徴
とする請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記人間可読情報は、機械が読み取れない情報であることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　ユーザデータを記憶するユーザデータ記憶領域を持つデータ記憶媒体を備えた装置であ
って、前記ユーザデータ記憶領域は、ユーザデータを記憶する、連続して隣接する第１の
データトラック群と、ユーザデータを記憶する、連続して隣接する第２のデータトラック
群とを有し、前記第１のデータトラック群は、隣り合う２つのデータトラックの中心線間
の分離距離を含んだ第１のトラックピッチを備え、前記第２のデータトラック群は、前記
第１のトラックピッチより広い第２のトラックピッチを備え、前記人間可読ウォーターマ
ークを記録するために、複数の画像トラックが前記第２のデータトラック群の隣り合う２
つのデータトラック間に埋め込まれていることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　ユーザデータを記憶し、人間可読情報がウォーターマークとして埋め込まれるユーザデ
ータ記憶領域を形成するため、データ記憶媒体にデータを書き込むよう構成されたマスタ
リングシステムを備えた装置であって、前記記憶領域は、ユーザデータを記憶する第１の
複数のデータトラックと、前記第１の複数のデータトラックのうちの、互いに隣接する対
の間にそれぞれ位置し、前記人間可読情報を記憶する第２の複数の画像トラックを有し、
前記複数のデータトラックは、前記複数の画像トラックのうちの、互いに隣接する対の間
にそれぞれ位置し、ユーザデータは前記第２の複数の画像トラックには記憶されておらず
、選択された画像トラックに誤って追従させられているデータ変換器が、連続した追従動
作をしている間に、隣接する選択されたデータトラックに導かれるように、前記選択され
た画像トラックが、前記選択されたデータトラックに合わさるように半径を変化させられ
た後部を有していることを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記マスタリングシステムは、前記ユーザデータを前記第１のトラックに書き込み、前
記人間可読情報を前記第２のトラックに書き込むため、前記データ記憶媒体を選択的に露
光する光源を備えていることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記マスタリングシステムは、前記データ記憶媒体を同時に露光する第１の光源と第２
の光源を備え、前記第１の光源は前記ユーザデータを前記第１のトラックに書き込み、前
記第２の光源は前記人間可読情報を前記第２のトラックに書き込むことを特徴とする請求
項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記データ記憶媒体は追記型媒体であることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記複数の第１のデータトラックと前記複数の第２の画像トラックが、共通のトラック
幅を分け合っていることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　ユーザデータを記録するために、隣接する第１のデータトラックと第２のデータトラッ



(3) JP 5143004 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

ク、および、隣接する第３のデータトラックと第４のデータトラックをデータ記憶媒体の
データ記憶領域上に形成する工程であって、前記第１のデータトラックと前記第２のデー
タトラックは、該両トラックの中心線の間の半径方向の離隔距離を第１のトラックピッチ
として設け、前記第３のデータトラックと前記第４のデータトラックは、前記第１のトラ
ックピッチより短い第２のトラックピッチで設け、該第２のトラックピッチは、画像トラ
ックを間に入れるのに不十分である、ステップと、人間可読ウォーターマークをデータ記
憶領域に付加するため、前記第１のデータトラックと前記第２のデータトラックとの間の
前記画像トラックに沿って人間可読情報を記録する工程と、を含み、前記記録する工程は
、前記第１のデータトラックと前記第２のデータトラックの間に画像トラックの後部を形
成することを含み、当該後部は、当該画像トラックに誤って追従させられているデータ変
換器が、連続した追従動作をしている間に、前記第１のデータトラックと前記第２のデー
タトラックのうちの、選択された一方に導かれるように、当該画像トラックが、前記第１
のデータトラックと前記第２のデータトラックのうちの、前記選択された一方に合わさる
ように半径を変化させられていることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記形成工程において、前記第１のデータトラックと前記第２のデータトラックは第１
の螺旋の一部を成し、前記画像トラックは、前記第１の螺旋内に入れ子にされた、別個の
第２の螺旋の一部を成すことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記形成工程において、前記第１のデータトラックと前記第２のデータトラックは同心
円からなり、前記記録工程において、前記画像トラックは、同心円間に入れ子にされてい
ることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記記録工程において、前記画像トラックは、リードバックシステムに、変換器が前記
画像トラック上をトラック追従動作している時に、該変換器を、第１のデータトラックま
たは第２のデータトラックのうちの選択されたトラックに導かせる特性を有していること
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記媒体は、光ディスクであることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記媒体は、前記第１のデータトラックと前記第２のデータトラックとのそれぞれを規
定する波状予備溝を設けた追記型媒体であることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　ユーザデータを記憶するユーザデータ記憶領域を持つデータ記憶媒体を備えた装置であ
って、前記記憶領域は、ユーザデータを記憶する複数のデータトラックと、人間可読情報
を記憶して人間可読ウォーターマークの少なくとも一部を前記媒体上に形成する複数の画
像トラックを有し、ユーザデータは前記画像トラックには記憶されておらず、前記画像ト
ラックのそれぞれは、直ぐ隣の前記データトラックの対の間に配置されており、選択され
た画像トラックに誤って追従させられているデータ変換器が、連続した追従動作をしてい
る間に、隣接する選択されたデータトラックに導かれるように、前記選択された画像トラ
ックが、前記選択されたデータトラックに合わさるように半径を変化させられた後部を有
していることを特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記複数のデータトラックは第１の螺旋の一部を成し、前記複数の画像トラックは、前
記第１の螺旋内に入れ子にされた、別個の第２の螺旋の一部を成していることを特徴とす
る請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記複数のデータトラックは複数の同心円を成し、前記複数の画像トラックは、それぞ
れ、前記データトラックの、隣接する対の間に入れ子にされた同心円を成していることを
特徴とする請求項１９に記載の装置。
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【請求項２２】
　ユーザが、順に、前記複数のデータトラックにデータを書き込み、前記複数の画像トラ
ックに人間可読画像を書き込むことができるように、前記媒体は、前記複数のデータトラ
ックと前記複数の画像トラックを規定する螺旋形の波状予備溝を設けた追記型媒体である
ことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してデジタルデータ記憶の分野に関し、特に、画像トラックとデータトラ
ックとを別々に備えたデータ記憶媒体およびその形成方法に関するが、これに限定される
ものではない。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルデータ記憶媒体においては、変換器および復元信号処理エレクトロニクスを介
して媒体からデータを復元できるよう、データは符号化されて記憶されていることが多い
。
【０００３】
　特に有用な記憶媒体として光ディスクがある。光ディスクは一般的に可搬性であり、映
像、音声、コンピュータＲＯＭなど、多種の異なるデータを記憶することができる。光デ
ィスクは大抵、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＨＤ、Ｂｌｕ－Ｒａｙ、ミニディスク、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭなどの工業規格で市販されている。また、光ディスクは再生専用型でも、追記型（１
度もしくは数度にわたる）であっても良く、１または複数のデータ記憶層を有していても
良い。
【０００４】
　一般的に、再生専用型光ディスクは射出成形または同様の加圧成形により形成され、一
連のピットとランドが各トラック（連続した螺旋、それぞれが独立した複数の同心円など
）に沿って形成されている。変換器は、ピットとランドとの高低差により生じた両者の実
効反射率の違いから、ピットとランドの切り替わり部分を検知し、そこからリードバック
信号を生成する。
【０００５】
　追記型光ディスクは、多くの場合、ディスク上の局部領域がデータ記録中にスペクトル
変換され、これにより再生専用型光ディスクにおけるピットとランド同様に機能する、異
なる反射特性の領域が形成されるように構成されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　光ディスクやその他の媒体の一部に人間が読み取り可能な情報を付加したい場合がある
。「ウォーターマーク」とも呼ばれる人間が読み取り可能な情報としては、図形、タイト
ルまたは内容情報、処理情報、機械可読情報（ＯＣＲ，バーコードなど）などがある。
【０００７】
　従来、当業界において媒体上にそのような情報を付加する技術がいくつか提案されてい
るが、それでもなお、記憶媒体（特に光ディスク）のデジタルコンテンツに対する顧客か
らの変わらぬ要求と共に、そうした情報の提供方法の改善が一貫して必要とされている。
本発明は、これらならびにその他の課題の改善を目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の好適な実施形態は主に画像トラックとデータトラックとを別々に備えたデータ
記憶媒体、およびその形成装置と形成方法に係るものである。
【０００９】
　好適な実施形態によれば、媒体はユーザデータを記憶するためのデータトラックと、人
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間可読情報を記憶するための非ユーザデータ画像トラックとを含むユーザデータ記憶領域
を備え、人間可読情報はユーザデータが埋め込まれた人間可読ウォーターマークの一部を
成すことを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、データトラックは第１の螺旋の一部を成し、画像トラックは前記第１の螺
旋内に入れ子にされた異なる第２の螺旋の一部を成す。または、データトラックおよび画
像トラックは媒体上に入れ子にされた同心円として形成される。
【００１１】
　データ記憶領域内のウォーターマークに隣接するデータトラック間においては、介在す
る画像トラックを収容するようトラックピッチが広くなっていることが好ましく、データ
記憶領域内のウォーターマークに隣接しないデータトラック間においては、トラックピッ
チが狭くなっていることが好ましい。媒体は好ましくは再生専用型もしくは追記型の光デ
ィスクである。光ディスクは１層ディスクもしくは多層ディスクであってよく、画像デー
タは多層にまたがって記録されても良い。
【００１２】
　本発明のこれらならびにその他の特徴および利点は、以下の詳細な説明を添付図面と照
らし合わせて読むとより完全に明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、データ記憶媒体１００の一例を示す平面図である。データ記憶媒体１００は、
好ましくはＤＶＤ互換性のある再生専用型光ディスクである。ディスク１００は、実質上
同様のディスクを一括形成し、通常の商業経路で正規に配布するためにパッケージ化する
マスタリング／複製プロセスにより形成されたものとするが、これに限らない。
【００１４】
　ディスク１００は、ユーザデータ（コンテンツ）がトラックに沿って記憶されているデ
ータ記憶領域１０２を備えている。人間可読情報（例えば、ウォーターマーク）１０４は
人間が読み取り可能なパターンである。この人間可読情報は、ユーザデータとは異なり、
後述のようにユーザデータを埋め込んでいる。図１のウォーターマークは実質上デカルト
（ｘ－ｙ）パターンとして配置されているものとする。
【００１５】
　図２はデータ記憶媒体の第２の例である媒体１１０を示す。媒体１１０は、好ましくは
ＤＶＤ互換性のある追記型光ディスクである。上記のように、データ記憶領域１１２はト
ラックに沿ってユーザデータを記憶し、人間可読情報（ウォーターマーク）１１４は、ユ
ーザデータとは異なり、ユーザデータを埋め込んでいる。この例においては、ウォーター
マーク１１４はディスク１０をほぼ取り囲んでおり、好ましくは極座標により配置されて
いる。なお、ウォーターマーク１０４、１１４は単なる例示であり、好適な実施形態によ
るタイプ、径方向位置、角度／半径方向範囲についてはこれに限定されない。
【００１６】
　ウォーターマーク１０４、１１４は、データ記憶領域のデータトラック間の個々の非デ
ータトラック上に形成される。好ましくは、通常のデータトラックのトラック間隔（トラ
ックピッチ）を広げることにより、この画像データを配置するのに十分な領域を確保する
。
【００１７】
　図３は従来のＤＶＤ記憶領域の概略を示す。データトラック１１６、すなわちトラック
ｎ、トラックｎ＋１およびトラックｎ＋２はユーザデータを、選択された可変長の反射特
性が異なる連続するマーク（ピットとランド）として記憶する。各トラックは、好ましく
は、連続する螺旋の一部もしくは個々の同心円として、ディスク周囲を３６０度全方位囲
んでいる。
【００１８】
　図３に示すように、例示のＤＶＤトラックは約０.７４ミクロン（μ）（０．７４×１



(6) JP 5143004 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

０-６メートル）のトラックピッチ間隔で配列されている。トラックピッチとは、あるト
ラックの中心線（破線で示す）から隣接するトラックの中心線までの距離である。各トラ
ック１１６の記録ピットの幅はトラックピッチの約半分、つまり、約０．３７ミクロンで
ある。隣接するトラックのピット間の間隔もトラックピッチの約半分、つまり、約０．３
７ミクロンである。これら種々寸法は上記に限られないが、一般的にサーボトラッキング
性能を安定させ、クロストークと干渉を最小限にするよう選択される。
【００１９】
　図４は図３に示したトラックのうちの１組の図であり、介在する画像トラック１１８（
トラックｍ）を配置するため両者間のトラックピッチを広げた状態を示している。データ
トラック１１６同様、画像トラック１１８は好ましくは、連続する螺旋の一部もしくは個
々の同心円として、媒体周囲を３６０度全方位囲んでいる。同一な一連のダッシュ記号で
画像トラック１１８を示しているが、これは単に画像トラック１１８とデータトラック１
１６を区別するための便宜上にしかすぎない。所望のウォーターマーク画像を得るために
、任意の数および任意のタイプの断続的な記号を画像トラック１１８に沿って備えること
ができる。
【００２０】
　図４に示すように、データトラック１１６の幅は上記と同じく約０．３７ミクロンに保
たれているが、トラックピッチ（隣接するトラック１１６の中心線間の距離）は約１．４
１ミクロンに広がっている。これに応じて、画像トラック１１８の幅はそれぞれ約０．３
０ミクロンとなっており、上記同様トラック間隔は約０．３７ミクロンである。他の寸法
ももちろん適宜使用可能である。
【００２１】
　図５は選択された媒体上の（例えば、図１、２の媒体１００、２００）データトラック
と画像トラックの第１の好適な配置を示す。この例において、各データトラック１１６は
連続したユーザデータ螺旋１２０に沿って配置される。ユーザデータ螺旋１２０はユーザ
データを記憶し、ほぼ従来通りにリードバック処理においてリードバックシステム（図示
せず）により読み出される。画像トラック１１８は別個の画像データ螺旋１２２に沿って
配置される。画像データ螺旋１２２全体、または一部のみがウォーターマーク形成に使用
される。画像データ螺旋１２２は、ウォーターマークを所望の人間識別可能特性で可視化
するために必要なピクセル化を行うよう構成されている。ユーザデータ螺旋１２０のピッ
トとランドに比べて、画像データ螺旋１２２の長さ、幅、深さ、などの特性は類似してい
るか、または非常に異なっている。特に必要ではないが、好適な実施形態では、データト
ラックを形成するのに使用した装置を使って画像データを生成している。
【００２２】
　好ましくは、ユーザデータ螺旋１２０と画像データ螺旋１２２間の間隔はほぼ一定に保
たれ、この間隔は、そのタイプのディスクまたはその他の媒体にとって標準のトラック間
隔に設定されている。両螺旋を持つディスク領域のデータ記憶容量は一般的に、ユーザデ
ータトラックのみが使用された場合のその他の部分の約５０％となる。そうしたデータ記
憶容量の減少はウォーターマークが延在する放射状帯にしか起こらず、ウォーターマーク
は好ましくはディスクの１層のデータ容量にしか影響しないため、特に問題ではない。
【００２３】
　ウォーターマークがデータ記憶領域の半径方向全域の一部しか占めない場合、好ましく
は、データ記憶領域の残りの部分は画像データ螺旋１２２を含まず、ユーザデータ螺旋１
２０は図３に示すような従来のトラック間隔をとっている。参照までに、図５は、画像デ
ータ螺旋１２２の１トラック（すなわち、ディスク中心周囲の完全な１周）、およびユー
ザデータ螺旋１２０の２つの連続するトラック（すなわち、ディスク中心周囲の完全な２
周）を示している。
【００２４】
　図６は、個々の同心円状のトラックを媒体上に形成した、別のパターンレイアウトを示
す。具体的には、３つの同心円状ユーザデータトラック１２４、１２６、１２８と、２つ
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の同心円状画像データトラック１３０、１３２を示している。上記同様、好ましくはユー
ザデータトラックと画像データトラックと間の間隔は、実質上一定に保たれている。ウォ
ーターマークが媒体の半径方向全域の一部だけ占めている場合、ユーザデータトラックは
、非画像領域において、図３に示すようなより狭いトラックピッチをとっても良い。
【００２５】
　なお、２つの隣接するユーザデータトラック間には、１つの画像トラックが示されてい
るが、これに限定されるものではない。他の実施形態においては、複数の画像トラックが
２つの隣接するユーザデータトラック間に挿入されても良いし、また、その逆であっても
良い。また、適宜、螺旋形状のトラックと同心円形状のトラックがあっても良い。
【００２６】
　図５および図６に例示される画像データトラックとユーザデータトラックは、図７およ
び図８に示されるように、様々な方法で形成することができる。図７はマスタディスク１
４２を好適に形成するマスタリングシステム１４０の機能ブロック図である。このマスタ
ディスクから作られたスタンパから、その後ディスクが複製される。
【００２７】
　マスタディスク１４２は、好ましくは、モータ１４４により制御可能に回転するガラス
基板上にフォトレジスト層を含む。フォトレジストは、アクチュエータ１４８を介してデ
ィスク上を半径方向に横切って進む、光変換器１４６により選択的に露光される。
【００２８】
　この時、フォトレジストの使用が好まれるが、必須ではない。その他のマスタディスク
生成技術も開発されており、例えば、マスタディスクにデータを記録する際、一般的に、
検知可能な特性を形成するＮＰＲ（non-photoresist）法やＰＴＭ（phase-transition-ma
stering）法などが代わりに使用され得ることは当業者にとって自明であろう。
【００２９】
　制御回路１５０は、プログラマブルプロセッサおよびハードウェアもしくはファームウ
ェア部品を備えていても良く、送信元１５２から入力データを受信し、画像データを送信
元１５４から受信する。また、制御回路１５０は必要な信号処理を行い、エンコーダブロ
ック１５６にデータストリームを出力する。エンコーダブロック１５６は、変換器１４６
の書き込み光を変調するＥＦＭ（extended frequency modulated）信号を生成する。
【００３０】
　図５に示すように、画像データとユーザデータがそれぞれ螺旋状に配列される時、好適
な実施形態においては、２本の記録パスがガラスマスタ１４２上に形成される。つまり、
ユーザデータ螺旋１１６全体が１パス期間に書き込まれ、画像データ螺旋１１８全体が他
のパス期間に書き込まれる。画像データとユーザデータが図５に示すような同心円状トラ
ックとして配列される場合、トラックを連続して書き込むことができる（例えばＩＤから
ＯＤへ）。それにより、例えば、ユーザデータ（例えば、データトラック１２８）の一部
が書き込まれ、変換器がＯＤに向かって進み、画像データ（例えば、画像トラック１３２
）の一部が書き込まれる。または、ユーザデータ全体が書き込まれた後、その間に画像デ
ータを挿入しても良い（または、その逆であっても良い）。
【００３１】
　図８を参照して別のマスタリングシステム１６０について説明する。システム１６０は
図６に示すシステム１４０に類似しており、第１の変換器１４６に隣接して第２の変換器
１６２を備える。好ましくは、変換器１４６、１６２間の効果的な間隔は、隣接するデー
タトラックと画像トラック間の所望の間隔に応じて設定される。このように、螺旋状に書
き込まれるか同心円状に書き込まれるかに関係なく、データトラックと画像トラックはガ
ラスマスタ１４２上に同時に効果的に形成される。
【００３２】
　図９および図１０は、図６および図７のシステムによる好適な配列の別の例を示す。図
９において、ユーザデータ螺旋１７０はそれぞれが独立した同心円状の画像トラック１７
２、１７４、１７６で境界がつけられている。好ましくは、画像トラック１７２、１７４
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、１７６は、螺旋１７０に対するリードバックシステムの追従性向上のため、ユーザデー
タ螺旋１７０に直接隣接した領域において不連続である。図９からも明らかなように、リ
ードバックシステムがユーザデータを容易に復元できるかぎり、任意の数の画像、データ
トラック密度およびトラック間隔を適宜使用できる。
【００３３】
　ウォーターマーク画像は、その他の場合リードバックシステムにより読み込み可能なピ
ットとランドそれぞれの長さ、幅、および／または深さを変調することにより形成しても
良いが、上記のように、好適な実施形態においては、ユーザに戻されるユーザデータの符
号化に画像データは使われない。つまり、ウォーターマーク画像のピクセルを形成するた
めの特定の方法に、有用なデータリードバック信号となり得るピットとランドの特性を用
いても良いが、そのようなデータはユーザに提供されるデータ内容（例えば、画像・Ａ／
Ｖ処理、コンピュータＲＯＭプログラミング、音声データなど）から切り離され、その一
部とならない。
【００３４】
　場合によっては、リードバックシステムが画像データを捕らえ、そこから不要なリード
バックシーケンスを始めてしまう可能性も考えられる。そのため、画像トラック／螺旋は
、好ましくは、リードバックシステムが画像データをたどるのを止め、隣接するユーザデ
ータへと移動するようにする特性を持つよう構成される。図１０は、同心円状トラックの
一例を示すが、同様の特性が螺旋状トラックにも適用できることは明らかである。
【００３５】
　図１０において、３つの同心円状データトラック１８０、１８２、１８４の間に、それ
ぞれ、画像トラック１８６、１８８が挿入されている。画像トラック１８６は、リードバ
ックシステムの変換器に追従される可能性のある遷移部やその他の特性を有しない不連続
空隙１９０を備えている。変換器が画像トラック１８６からリードバックデータを変換し
始めてしまった場合、空隙１９０により、対応するサーボループが、隣接するトラック１
８０または１８２の１つを捕らえるために、変換器を半径方向に変位させる。
【００３６】
　同様に、画像トラック１８８はほぼ同心円状であるが、後部１９２が螺旋状になってお
り、データトラック１８２と結合している。この場合、変換器が画像トラック１８８を追
従し始めてしまった時には、後部１９２が最終的に変換器をデータトラック１８２上に戻
す。
【００３７】
　上述の通り、ここで説明したユーザデータ／画像データ双方の配置は再生専用型、追記
型（一度もしくは数度にわたる）、あるいは他の媒体上において実施できる。
【００３８】
　画像データを追記型ディスクへ付加する方法としては、まず、マスタディスクにデータ
トラック／螺旋のための波状予備溝（ＡＴＩＰ）を書き込み、その後、上記のように、同
時または順次に最終的な所望のピクセル化パターンを画像トラック／螺旋にそって書き込
んでいく。
【００３９】
　この場合、いったん、このガラスマスタから複製媒体が（スタンパ成形などにより）形
成されると、マスタリングの間に定められたピクセル化パターンに関して所望の図形が各
複製追記型ディスク上に形成される。これは国際的な図形（例えば、商標や追記型ディス
クのサプライヤもしくは供給元のブランド識別用の図形など）の場合に特に有益である。
【００４０】
　この方法によれば、データトラック／螺旋領域は、一般的に、媒体においてエンドユー
ザもしくはコンテンツプロバイダによるデータの記録に使用可能な唯一の部分となる。便
宜上、記録染料層（ユーザデータ上で透明なまま残る）をディスク全面に形成しても良い
。別の方法としては、染料層を選択的に、記録可能なデータトラック／螺旋近辺にのみ割
り付けるよう、ディスクを処理しても良い。
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【００４１】
　別の、好適な、画像データを追記型ディスクへ記録させる方法においては、データトラ
ック／螺旋部、画像トラック／螺旋部のための個別の波状予備溝を形成する。好ましくは
、同期語もしくはその他の適切な機構が、レコーダが画像トラックとユーザデータトラッ
クの区別をつけられるように、画像トラックに適用される。
【００４２】
　この状況で、「ブランク」の複製記録媒体は、初期状態でユーザデータ、画像の両方に
関して実際にブランクである。これにより、ブランクの媒体の供給元もしくはディスクに
コンテンツを追加するコンテンツプロバイダが続けて所望の画像を追加することができる
。この画像技術においては、比較的簡略な画像プログラムを用いて画像データ領域上で入
力画像を必要な露光パターンに変換することができるが、好ましくは、当業界で既知であ
るようにピットおよびランド長を変調する。
【００４３】
　関連した実施形態において、追記型媒体（例えば、追記型ＤＶＤ－Ｒ）はブランクの状
態でエンドユーザに提供され、エンドユーザによりブランクの媒体にデータが記録された
時、エンドユーザレベルで簡易に実行可能なルーティンによって、ディスクに付加されて
いるコンテンツを元に図形を付加する。ディスクに書き込まれているコンテンツを（例え
ば、インターネットを介して）検知し、そのコンテンツ（例えば、作者・ゲームプロバイ
ダの名前、コンテンツのタイトルなど）を反映した適切な画像を形成しても良い。または
、エンドユーザは媒体を個々に独自化するために付加する図形の選択肢を与えられても良
い（例えば、「ジェフのディスク（Ｊｅｆｆｓ　Ｄｉｓｃ）」など）。
【００４４】
　ここで実施される画像／データ配列の別の様相において、ディスクの複数の記録層およ
び複数の記録層を備える媒体に、画像を記録しても良い。画像は、最終的な画像となるた
めに分離されていても、結合していても良い。また、１つの層がプレマスタ画像を記憶し
、他の層が後に形成される書き込み可能な画像を記憶しても良い（例えば、第１層の第１
画像は媒体の供給元を特定し、第２層の第２画像はコンテンツのタイトルを特定する、な
ど）。
【００４５】
　上記の説明および添付の書類により明らかなように、本発明の好適な実施形態によれば
、人間が検知可能な画像データ（ウォーターマーク）を光ディスクのような記憶媒体上に
効率的かつ有効に付加する方法を提供できる。なお、好適な実施形態では画像データ、ユ
ーザデータを記録するのに同じ記録装置を用いたが、特に同じものを使う必要はない。
【００４６】
　また、埋め込まれる画像トラックに沿って記録されている画像データは、必ずしもピッ
トとランドの形式をとる必要はない。画像データは、エンボス加工、着色、インクジェッ
ト書き込みなどによる色々なタイプの記号で表されて、画像トラックに記録されても良い
。画像トラック、データトラックは、好ましくは、全方位３６０度の円状として説明した
が、必ずしもそのような円状である必要はない。例えば、これに限定されるものではない
が、２つの隣接するデータトラック間のトラックピッチは、媒体の全外周の一部分だけ延
在する介在する画像トラックを収容するために選択されたトラックの角度範囲によって変
わる。
【００４７】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、当業者であれば特許請求の範囲に
記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明
らかであり、それらについても本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】ユーザデータ記憶領域にデカルト座標により表される人間可読ウォーターマーク
を埋め込んだデータ記憶媒体の一例を示す俯瞰平面図である。
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【図２】極座標により表されるウォーターマークを埋め込んだ図１に示した例に類似した
データ記憶媒体の他の例を示す俯瞰平面図である。
【図３】隣接するトラック間のピッチが第１のトラックピッチである連続したデータトラ
ックを示す図である。
【図４】隣接するトラック間に１以上の画像トラックが介在するため、ピッチが第１のト
ラックピッチより大きい第２のトラックピッチであるデータトラックを示す図である。
【図５】図４に示すデータトラックと画像トラックの好適な配列を説明するための、ユー
ザデータトラック螺旋と入れ子状画像データトラック螺旋の図である。
【図６】図４に示すデータトラックと画像トラックの別の配列を、一連の入れ子にされた
同心円として示す図である。
【図７】本発明の好適な実施例に係るデータ記憶手段を初期化するためのマスタリングシ
ステムの図である。
【図８】本発明の好適な実施例に係るデータ記憶手段を初期化するための別のマスタリン
グシステムの図である。
【図９】データトラックと画像トラックのさらに別の配列を示す図である。
【図１０】データトラックと画像トラックのさらに別の配列を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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